
 

市街地再開発事業の検討について 

１ 地区まちづくり計画変更の理由 
令和７年１０月の足立区、独立行政法人都市再生機 

構（以下、UR という。）、東武鉄道株式会社の三者で締 

結した覚書において、竹ノ塚駅東口交通広場、ＵＲ竹 

の塚第三団地１、２、３号棟、東武ビルの区域で市街 

地再開発事業を検討することを確認した。 

今後、市街地再開発事業を具体化していくにあたり、 

東口駅前のまちづくり方針を示すことを目的に地区ま 

ちづくり計画を変更する。 

２ 市街地再開発事業の導入検討 
現行の地区まちづくり計画の方針に市街地再開発事 

業の導入予定区域を「駅前拠点地区」と位置づける。 

市街地再開発事業により、駅前拠点地区の整備を先行 

実施することで、以下のまちづくりにつなげていく。 

（１）東西駅前広場の一体的整備 

（２）にぎわい交流拠点の創出による「にぎわいのある 

まち」 

（３）安全で快適な歩行者空間の整備による「安心で安 

全なまち」 

（４）駅前広場をみどりの重点エリアとして整備し、か 

つ団地再生及び公共施設の更新の機会を活かしたみ 

どりが充実した居住環境の創出による「みどりが豊 

かなまち」  

（５）滞留空間及び活動の場の整備により多様な主体の 

つながりを目指す「人が主役のまちづくり」 
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